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   つがる西北五広域連合病院事業文書管理規程 
 

平成  ２３  年 ９ 月  １４  日  
病院事業管理規程 第 ２ 号  

改正 平成  ２４  年 ３ 月  ３０  日  
病院事業管理規程 第 ６ 号  

改正 平成  ２４  年  １０  月 １ 日  
病院事業管理規程 第  ３１  号  

改正 平成  ２６  年 ２ 月  ２８  日  
病院事業管理規程 第  １０  号  

改正 平成  ２７  年 ３ 月  ３０  日  
病院事業管理規程 第 ３ 号  

 つがる西北五広域連合病院事業における文書の管理及び取扱いについては、つがる西北

五広域連合文書管理規程（平成２３年つがる西北五広域連合訓令第２号）の例による。こ

の場合において、法規文書のうち企業管理規程の例式は別表第１のとおりとし、達及び指

令記号並びに一般文書の収発記号は、別表第２のとおりとする。  
   附 則  
 この規程は、平成２３年９月１日から施行する。  
   附 則（平成２４年病院事業管理規程第６号）  
 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。  
   附 則（平成２４年病院事業管理規程第３１号）  
 この規程は、平成２４年１０月１日から施行する。  
   附 則（平成２６年病院事業管理規程第１０号）  
 この規程中第１条の規定は平成２６年３月１日から、第２条の規定は同年４月１日から

施行する。  
   附 則（平成２７年病院事業管理規程第３号）  
 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。  
 
別表第１  
企業管理規程  
 
□何々規程をここに公表する。  
□□何年何月何日  
つがる西北五広域連合病院事業管理者 氏名 記名 押印□□  
つがる西北五広域連合病院事業管理規程第 号  
□□□何々規程  
本則  
□□□附 則  
□この規程は、何年何月何日（公表の日）から施行する。  
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別表第２（平成２４病院事業管理規程６・平成２４病院事業管理規程３１・平成２６病院事業管理規程１０・

平成２７病院事業管理規程３・一部改正）  

１ 達記号  
 所属  記号  

 つがる西北五広域連合病院運営局各課及び各局  つ広連病達  
 つがる西北五広域連合つがる総合病院 管理課  つ広連つ総管達  
 つがる西北五広域連合つがる総合病院 医事課  つ広連つ総医達  
 つがる西北五広域連合かなぎ病院  つ広連か達  
 つがる西北五広域連合鰺ヶ沢病院  つ広連鰺達  
 つがる西北五広域連合つがる市民診療所  つ広連つ診達  
 つがる西北五広域連合鶴田診療所  つ広連鶴達  
２ 指令記号  
 所属  記号  

 つがる西北五広域連合病院運営局各課及び各局  つ広連病指令  
 つがる西北五広域連合つがる総合病院 管理課  つ広連つ総管指令  
 つがる西北五広域連合つがる総合病院 医事課  つ広連つ総医指令  
 つがる西北五広域連合かなぎ病院  つ広連か指令  
 つがる西北五広域連合鰺ヶ沢病院  つ広連鰺指令  
 つがる西北五広域連合つがる市民診療所  つ広連つ診指令  
 つがる西北五広域連合鶴田診療所  つ広連鶴指令  
３ 収発記号  
 所属  記号  

 つがる西北五広域連合病院運営局各課及び各局  つ広連病発（収）  
 つがる西北五広域連合つがる総合病院 管理課  つ広連つ総管発（収） 
 つがる西北五広域連合つがる総合病院 医事課  つ広連つ総医発（収） 
 つがる西北五広域連合かなぎ病院  つ広連か発（収）  
 つがる西北五広域連合鰺ヶ沢病院  つ広連鰺発（収）  
 つがる西北五広域連合つがる市民診療所  つ広連つ診発（収）  
 つがる西北五広域連合鶴田診療所  つ広連鶴発（収）  
 


